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知・徳・体の調和を図り、心身共に健康で人間性豊かな生徒の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                

「七林中で学んだことを誇れる生徒に！」 

                              校 長 仲 臺 和 浩 

 

 新年度も早１か月が過ぎようとしています。４月１０日の入学式で、新入生１６６名
を迎え入れ、全校生徒５１３名（男子２８４名、女子２２９名）で今年度の七林中学校
がスタートしました。４月に着任しました仲臺和浩（なかだいかずひろ）です。伝統あ

る七林中学校で「生徒一人一人に寄り添い、生徒が自分らしく生活できる居心地のよい
学校」を目指して取り組んでまいります。保護者の皆様、地域の皆様、どうぞよろしく
お願いいたします。 

中学校で過ごす３年間は、心身ともに成長の著しいとても大切な時期です。たくさん
の経験から得る学びを通して、仲間や身の回りの人と関わりながら「○○ができるよう
になった！とっても嬉しい！」と実感できる学校生活を送ってほしいと思います。その
ためには「生徒が自分の良さを発揮し、楽しく過ごせる場」「仲間と思いや考えを伝え
合い、お互いを認め合える場」を大切にしたいと考えています。そして、こういった積
み重ねが「生徒、教職員、保護者や地域の方々」との信頼関係につながっていくことを
願っています。 

本校教職員一同、「生徒にとって大切なことは何か」を念頭に、一致団結して支援・
指導に尽力してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

   

 

 １ 校訓（開校以来、継承しています） 

   ○礼儀（礼儀正しく節度ある学校を目指します） 

   ○自学（自ら問題を求め探求する学校を目指します） 

   ○勤労（勤労と責任を重んじる学校を目指します） 

 

２ 学校教育目標 

   

「知・徳・体の調和を図り、心身共に健康で人間性豊かな生徒の育成」 

                 ↓ 

   【めざす生徒像】 

   ・自ら学び、深く考える生徒 （自学） 

   ・心豊かで思いやりのある生徒 （友愛） 

   ・健康でたくましい生徒 （活力） 

 

 ３ 主な経営重点 ～生徒・保護者・地域から信頼される学校を創るために～ 

   （１）生徒の学ぶ意欲を高め、学力の向上を図ります。 

（２）生徒一人一人に応じた丁寧な生徒指導を行い、心の教育の充実に努めます。 

  （３）生徒のコミュニケーション能力の育成に努めます。 

  （４）健康教育を通して生徒の体力向上を図ります。 

 

 

 

令和５年度船橋市立七林中学校の学校経営について 



 

行事予定 
日 曜 校内行事  日 曜 校内行事 

4/29 土 昭和の日 
 

5/15 月 
平常 5 時間日課 月①②④⑤⑥ 

全校評議会 

4/30 日  
 

5/16 火 
平常 6 時間日課  

１年内科検診 

5/1 月 
平常 4 時間日課 月①④⑤⑥ 

自宅確認Ⅰ 

 
5/17 水 

千教研日課 水①②⑤⑥（給食なし） 

 

5/2 火 
平常 4 時間日課 火①②⑤⑥ 

自宅確認Ⅱ 

 
5/18 木 

平常 5 時間日課 木②③④⑤① 

5校時 １年校外学習事前指導 部長会 

5/3 水 憲法記念日 
 

5/19 金 
平常 6 時間日課 

１年校外学習（香取市・ザファーム） 

5/4 木 みどりの日 
 

5/20 土 
 

 

5/5 金 こどもの日 
 

5/21 日 
 

 

5/6 土  
 

5/22 月 
平常 5 時間日課 水①③④⑤⑥ 

1,2 年教育相談Ⅰ 

5/7 日  

 

5/23 火 

平常 5 時間日課 火②③④⑤⑥ 

1,2 年教育相談Ⅱ 尿検査予備日 

5 校時 ３年修学旅行事前指導 

5/8 月 

平常 4 時間日課 月①②③集 

4 校時 全校集会 自宅確認Ⅲ 

教育実習（～26 日） 

 

5/24 水 

平常 5 時間日課 月①②③④⑤ 

1,2 年教育相談Ⅲ 

３年修学旅行（信州方面）～26 日 

5/9 火 
平常 5 時間日課 火①②③④⑤ 

学年評議会・常任委員会 

 
5/25 木 

平常 5 時間日課  

1,2 年教育相談Ⅳ 

5/10 水 

平常 5 時間日課 水⑤⑥②③参 

5校時 前期授業参観 ２年内科検診 

部活動保護者会（14:50～） 

 

5/26 金 

平常 5 時間日課 金①②③④⑤ 

1,2 年教育相談Ⅴ 

 

5/11 木 

平常 5 時間日課 

尿検査（2 回目） 

5 校時 ２年校外学習事前指導 

 

5/27 土  

5/12 金 
平常 6 時間日課 

２年校外学習（浅草・上野方面） 

 
5/28 日  

5/13 土  
 

5/29 月 
平常 5 時間日課 月②③④⑤⑥ 

学年会 

5/14 日  
 

5/30 火 
平常 5 時間日課 月①③④⑤⑥ 

1,2 年教育相談Ⅵ 

※4/28 現在の予定です。  
5/31 水 

平常 5 時間日課 総会リハーサル 

1,2 年教育相談Ⅶ 

 

○船橋市教育委員会 

１ 学校ネットパトロールの実施について【青少年センター】 
   船橋市教育委員会では、児童生徒がインターネット上でのトラブルに巻き込まれる

危険性がある書き込みや不適切な画像等の早期発見・早期対応を行うことで、いじめ
や犯罪被害等から児童生徒を守るために、学校ネットパトロールを実施しております。 

   つきましては、特に問題のある投稿・書き込み等が検出された場合には、投稿削除
などのご協力をいただくこともございますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

   また、インターネットのサイト上に誹謗中傷や個人情報等が掲載されている等、
気になることがございましたら、学校へご連絡ください。 

 



２ 就学援助制度について【学務課・保健体育課】 
   「就学援助制度」は、経済的理由により学校で必要となる諸経費についてお困りの

保護者に対して、その一部を援助する制度です。就学援助の認定者は、給食費も免除
となります（但し、学校徴収金は免除となりません）。申請を希望する方は、学校・
教育委員会学務課・船橋駅前総合窓口センターにある「令和５年度就学援助 申請書 
兼 同意書」（市ホームページからもダウンロード可能）に必要事項を記入し必要書
類を添付して、学校へ提出してください。解雇や疾病等による休業や失業等により
世帯の収入が著しく減少している場合は現在の収入での審査が可能な場合があります
ので、教育委員会学務課までご連絡ください。 

  問合せ先 : 
   就学援助制度について  学務課       ０４７‐４３６‐２８５２ 
   学校給食費について    保健体育課   ０４７‐４３６‐２４１８ 
     ※船橋市外から通学されている方は、住所地の教育委員会就学援助担当課へ

お問い合わせください。 
 
３ モバイルルータ等貸出事業について【総合教育センター】 

 （１）インターネット環境のない家庭やＷｉ-Ｆｉ環境の整備が難しい家庭について 
   ①モバイルルータの貸与を希望される方は、担任までお知らせください。 
   ②モバイルルータを使うためのＳＩＭカードの契約は家庭で行っていただき、 

通信料は家庭の負担となります。 
   ③兄弟姉妹がいる場合、１人に１台貸与が可能です。 
 （２）インターネット環境のない就学援助申請世帯または生活保護受給家庭について 
     就学援助世帯（年度当初に申請中も含む）及び生活保護受給家庭は、月５ＧＢ 

までのＳＩＭ付きモバイルルータを無償で借りることができます。 
  注：インターネット環境が整った家庭や転出等でモバイルルータが必要なくなった 

場合は、回収いたします。 
 

４ 「ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト」（千葉ロッテマリーンズ）の実施に

ついて【保健体育課】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


